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はじめに 

 

錦江町では、平成 29 年３月に「錦江町地域福祉計画」を策定し、地域の様々な福祉課題

に対応してまいりましたが、近年の少子高齢化により高齢者のみの世帯が増加しているとと

もに、新型コロナウイルス感染症の影響による生活困窮者、8050問題やひきこもりなどの新

たな複合的な課題に対応するため、重層的な相談支援体制の強化が必要となっています。 

また、地域社会から孤立する人や身寄りがないため生活に困難を抱える人を支援するため、

すべての住民が尊厳ある本人らしい生活を継続できるよう、成年後見制度等を活用しながら

地域で支え合うことが必要となっています。 

さらに、犯罪や非行をした方の中には、貧困や疾病、成育環境等から様々な生きづらさを

抱えている場合もあることから、それらの方の再犯を防止するため、社会復帰後の地域社会

で孤立することのないよう、地域における各種サービスの提供が重要になっています。 

このような状況を踏まえ、複合化・複雑化する生活課題に対応するため、引き続き公的な

福祉サービスを提供するとともに、地域福祉を「我が事・丸ごと」の視点で包括的にとらえ、

町民・地域・行政が、より一層協働し、全ての人々が生きがいや役割を持ち、助け合いなが

ら暮らしていくことのできる、錦江町においても地域共生社会の実現を目指し、「第２次錦

江町地域福祉計画」「錦江町成年後見制度利用促進計画」「錦江町再犯防止推進計画」を一体

的に策定いたしました。 

今後は、本計画に基づく取組を町全体で進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力を

お願いいたします。本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました策定委員会委員、関係機

関をはじめ、各種調査にご協力いただきました皆様に御礼申し上げます。 

 

令和６年３月 

錦江町長  新田 敏郎 

  



 

 

 

 

目 次 

第１章 計画の策定にあたって .....................................................1 

１ 計画策定の趣旨 ............................................................ 1 

２ 地域福祉の考え方 .......................................................... 1 

（１）「自助」「互助」「共助」「公助」について .................................. 2 

（２）地域共生社会の実現について ............................................ 3 

（３）包括的支援体制による地域づくりについて ................................ 4 

３ 国の動向 .................................................................. 5 

４ 計画の位置づけ及び計画期間 ................................................ 6 

 

第２章 錦江町の地域福祉を取り巻く現状 ...........................................7 

１ 統計データからみる錦江町の現状 ............................................ 7 

（１）総人口の推移と将来推計 ................................................ 7 

（２）世帯の状況 ............................................................ 7 

（３）０～５歳の年齢階級別人口の推移 ........................................ 8 

（４）支援が必要とする方の状況 .............................................. 8 

２ アンケート調査結果 ....................................................... 10 

（１）調査概要 ............................................................. 10 

（２）調査結果 ............................................................. 11 

３ ワークショップ結果 ....................................................... 26 

（１）概要 ................................................................. 26 

（２）結果とりまとめ ....................................................... 26 

４ 錦江町の地域福祉における推進課題 ......................................... 29 

（１）複雑化・複合化した支援ニーズへの対応 ................................. 29 

（２）地域包括支援センターを核とした相談支援の推進 ......................... 29 

（３）住民福祉活動の活性化 ................................................. 30 

（４）地域共生社会の実現に向けた取り組み ................................... 30 

 

第３章 計画の方向性 ............................................................31 

１ 基本理念 ................................................................. 31 

２ 錦江町が目指す地域福祉の姿 ............................................... 32 

３ 基本目標 ................................................................. 34 

（１）ふれあい、支え合い、だれ一人取り残さないまちづくり ................... 34 

（２）誰もが我が事として参加し、活き活きと担えるまちづくり ................. 34 

（３）誰もが安心して暮らせるまちづくり ..................................... 34 

（４）自分らしく生きるまちづくり(錦江町成年後見制度利用促進基本計画) ....... 35 

（５）誰もが輝けるまちづくり(錦江町再犯防止推進計画) ....................... 35 



 

 

 

 

４ 施策体系 ................................................................. 36 

 

第４章 具体的施策の展開 ........................................................37 

基本目標１ だれ一人取り残さない、安心して相談できるまちづくり ............... 37 

（１）地域包括支援センターの相談支援体制の維持・強化 ....................... 38 

（２）障害者への相談支援の充実 ............................................. 38 

（３）子どもへの相談支援体制の整備 ......................................... 39 

（４）生活困窮者への相談支援の充実 ......................................... 39 

（５）誰一人取り残さない相談支援体制の構築 ................................. 39 

（６）権利擁護 ............................................................. 40 

基本目標２ 我が事として参加し、誰もが活躍できるまちづくり ................... 43 

（１）福祉意識の高揚 ....................................................... 44 

（２）ボランティア活動の支援 ............................................... 44 

（３）民生委員・児童委員活動の支援強化 ..................................... 45 

（４）住民主体における地域活動の強化 ....................................... 45 

（５）生きがいのあるまちづくり ............................................. 46 

基本目標３ 安心して暮らせるまちづくり ....................................... 48 

（１）誰もが暮らしやすい環境づくり ......................................... 49 

（２）防災体制やバリアフリーの充実 ......................................... 50 

（３）移動支援 ............................................................. 51 

（４）新たな住民福祉活動の発展支援 ......................................... 51 

（５）社会福祉協議会の事業の充実 ........................................... 51 

基本目標４ 自分らしく生きるまちづくり（錦江町成年後見制度利用促進基本計画） . 52 

（１）成年後見制度等の周知と利用支援 ....................................... 52 

（２）成年後見制度の実施体制の構築 ......................................... 53 

基本目標５ 社会を明るくするまちづくり（錦江町再犯防止推進計画） ............. 55 

（１）地域理解の促進 ....................................................... 55 

（２）生活支援に関する取り組みの充実 ....................................... 56 

 

資料編 ..........................................................................58 

１ 錦江町地域福祉計画策定委員会設置要綱 ..................................... 58 

２ 錦江町地域福祉計画策定委員会委員名簿 ..................................... 60 

３ 用語解説 ................................................................. 61 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

1 

第１章 計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨  

  

高齢化や人口減少が進み、社会的孤立や育児と介護のダブルケア、8050 問題、虐待、障

害者本人や家族の高齢化、子どもの貧困など、様々な課題を複合的に抱える世帯が多くなり、

既存の制度では解決を図ることが困難となっています。また、人と人とのつながりや支え合

いが希薄化し、地域の担い手の確保が課題となっています。 

その中、国は「地域共生社会の実現」を掲げ、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、

あらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域のコミュニティを

育成し、福祉などの公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる仕組みの構

築に向けて改革を進めています。また、地域共生社会の実現に向けては、引き続き地域福祉

の推進が重要であるとされています。 

錦江町では、地域福祉の推進を図るため、平成 28 年度に第１次地域福祉計画（平成 29 年

度～令和５年度）を策定しました。 

令和５年度で計画期間の満了を迎えることから、これまでの取り組みや社会情勢、町民ニ

ーズの変化等を踏まえ、新たに地域共生社会の実現を目指し、錦江町における地域福祉推進

にあたっての基本的な考え方と具体的な取り組みを明らかにしていくものとして、「第２次

錦江町地域福祉計画」（以下「本計画」とします。）を策定します。 

 

 

２ 地域福祉の考え方  

  

「福祉」とは、高齢者福祉、障害者福祉及び児童福祉などといった対象者ごとに分かれた

「行政などによるサービスの提供」や「一部の困っている人に対する支援」だけではなく、

全ての人に等しくもたらされるべき「しあわせ」のことであり、誰もが安心して暮らせる幸

せな生活を推進していくことを指します。 

そして、私達の住む町では地域とのつながりの希薄化、一人暮らし高齢者の増加、生活困

窮など、様々な地域課題が浮き彫りとなっています。このように多様化している課題に対し

て、重要となるのが「地域福祉」という考え方です。 

「地域福祉」とは、全ての町民が安心して生活が送れるように町民、福祉関係者、社会福

祉協議会、行政などがそれぞれの役割を果たしながら地域全体で力を合わせて課題解決に取

り組むことをいいます。 
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（１）「自助」「互助」「共助」「公助」について 

 

 地域福祉を推進するためには、町民・福祉関係者・社会福祉協議会・行政などがそれぞれ

の役割を果たすとともにお互いに力を合わせ、「自助」「互助」「共助」「公助」に取り組んで

いくことが重要となります。 

その中でも今後、で介護者不足や高齢化等が課題となっており、誰もが住み慣れた地域で

暮らしていくためには行政だけでなく地域の中での住民同士の助け合いや支え合い（共助・

互助）を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

  

自助

公助共助・互助

尊厳と自立 

地域における助け合い、 

地域活動、ボランティア 

公的な制度としての保健、 

福祉等関連する施策の実施 

個人や家庭など、自分自身による努力 

・自分自身による努力 

・ボランティア参加 

・健康づくり 

・福祉に関する学習など 

・住民組織 

・社会保険など 

・生活保護制度 

・生活困窮者自立支援 

・公的サービスの充実など 
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（２）地域共生社会の実現について 

 

 国においては、平成 28 年７月に『我が事・丸ごと』地域共生社会実現本部が設置されま

した。 

“地域共生社会”とは、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を

超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代

や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をと

もに創っていく社会のことをいいます。 

その中で、従来高齢者分野に限られていた「地域包括ケア」の理念を普遍化し、個別福祉

分野の縦割りにとらわれない包括的な支援体制を構築していくことが目指されており、福祉

分野の共通事項を記載する「地域福祉計画」の重要性が強調されています。 

本計画は、高齢者や障害者など個別の福祉計画の上位計画として位置付けられているもの

ですが、単なる個別計画のまとめではなく、それらを有機的につなげ、また個別計画だけで

は網羅できない隙間を補完していく計画としての機能を持っています。 

特に、地域共生社会の実現のために地域住民の参画と協働が必要となる中で、本計画は地

域課題を「他人ごと」ではなく『我が事』としてとらえ、地域の中でできることからはじめ

てみるきっかけづくりの役割も担っているといえます。 
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（３）包括的支援体制による地域づくりについて 

 

本町においても、地域共生社会の実現に向けて、住民それぞれが地域課題を『我が事』と

してとらえ、解決する力の強化及びそれを支援する取り組み、様々な相談などを『丸ごと』

に受け入れることができる場の整備、そして、制度や分野等の枠組みを超えた総合的な相談

支援体制づくりが求められています。 

今後、住民相互の助け合い・支え合いに加えて、福祉に限らず、産業、防災・防犯、教育、

環境、交通等の分野との連携により、困難を抱える人の活躍の場や就労の場を確保するなど、

包括的な支援体制による地域課題の解決で、安心して暮らせるまちづくりを進めていきます。 
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３ 国の動向 

   

国において、2000年に社会福祉事業法が社会福祉法に改正され、この法律の中で「地域福

祉の推進」を基本理念とした市町村地域福祉計画の策定が示されており、その後も様々な通

知が示されました。 

また、2016年には『我が事・丸ごと』地域共生社会実現本部を立ち上げ、社会的孤立や生

活困窮等の問題も含め、子ども・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがい

をともに創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現を目指した方向性が出されて

います。 

さらに、2018年の社会福祉法の一部改正では、地域住民が自ら、地域の様々な分野にわた

る生活課題を把握し、その解決に向けて各種支援機関と連携しながら活動することが、地域 

福祉の理念として掲げられました。 

 

 

●地域共生社会の実現に向けた取り組み 

平成 27年（2015） 新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン 

平成 28年（2016） 「ニッポン一億総活躍プラン」にて、「我が事・丸ごと」地域共生社会本部設置 

平成 29年（2017） 地域力強化検討会 

●社会福祉法の改正 

平成 29年（2017） 社会福祉法改正にて、地域福祉の理念を規定 

令和２年（2020） 重層的支援体制整備事業創設（努力義務） 

●児童福祉法改正 

平成 28年（2016） 妊娠期から子育て期にわたる支援「子育て世代包括支援センター」に関する規定 

●障害者総合支援法の改正 

平成 30年（2018） 自立援助サービスの創設 

●自殺対策基本法の改正 

平成 28年（2016） 自殺対策は包括的な支援として実施すること 

令和４年（2022） 新たな「自殺総合対策大綱」を決定 

●成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行 

平成 28年（2016） 認知症や知的障害、その他精神上の障害はあることにより財産の管理や日常生活等に

支障がある人たちを社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、

かつ、共生社会の実現に資すること 

●再犯防止等の推進に関する法律の施行 

平成 28年（2016） 安全で安心して暮らせる地域社会の実現へ 
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４ 計画の位置づけ及び計画期間 

 

（１）計画の位置づけ 

 

本計画は、「第２次錦江町総合振興計画」における地域福祉の分野に関連する施策を具体

化する計画、また各福祉分野の「上位計画」として地域福祉の視点から、共通する取り組み

や今後の施策を展開していく上での方向性や基本事項を定めます。福祉分野ごとの個別具体

的な施策は、各分野計画に掲載し、地域福祉計画との調和を図りながら推進していきます。 

また、本計画は、地域を基盤とする支援体制等を一体的に活用する必要があるため、本計

画の中に、「再犯防止等の推進に関する法律」に基づく「錦江町再犯防止推進計画」及び、

「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づく「錦江町成年後見制度利用促進計画」

を包含するものです。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画期間 

 

第２次錦江町地域福祉計画は、ともに令和６年度を初年度とし、令和１１年度までの６年

間を計画期間とします。なお、関係する法制度の改正や社会経済情勢の変化、関連する計画

等との整合などを踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

 

【錦江町】 

【県の関連計画】 

第２次錦江町総合振興計画 

その他 

関連計画 

 

教育分野  

環境分野  

住宅分野  

交通分野  

情報分野 

錦江町障害者計画 
・障害福祉計画・障害児福祉計画 

錦江町高齢者福祉計画 
・介護保険事業計画 

環境分野 

住宅分野 

交通分野 

情報分野 

【国の関連法・計画】 

錦江町自殺対策計画 

錦江町特定健康診査等実施計画 
・データヘルス計画 

錦江町子ども・子育て支援事業計画 

錦江町健康増進計画 

第２次錦江町地域福祉計画 

（錦江町再犯防止推進計画・錦江町成年後見制度利用促進計画を包含） 



 

 

 

7 

第２章 錦江町の地域福祉を取り巻く現状 

１ 統計データからみる錦江町の現状 

（１）総人口の推移と将来推計 

本町の総人口は令和５年時点で 6,470 人となっており、65 歳以上の老年人口は 3,065 人、

総人口に占める割合は 47.4％となっています。 

少子高齢化の進展により総人口は減少し続け、令和 22年には総人口 3,559人、高齢化率

56.8％となることが予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）世帯の状況 

本町の世帯移数は、一般世帯及び高齢者を含む世帯ともに減少傾向にありますが、高齢

者を含む世帯の割合は増加傾向にあります。 
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50%

60%

70%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

令和5年

（2023）

令和6年

（2024）

令和7年

(2025)

令和8年

（2026）

令和12年

（2030）

令和17年

(2035)

令和22年

(2040)

令和27年

（2045）

令和32年

（2050）

年少人口 生産年齢人口 老年人口 高齢化率

(人)

出典：「住民基本台帳」（令和５年）、コーホート変化率法による推計値（令和６年～） 

出典：国勢調査 

4,305 4,083 3,788 3,430 3,167
2,435 2,463 2,262 2,119 2,004

56.6

60.3
59.7

61.8

63.3

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

一般世帯数 高齢者を含む世帯数 高齢者を含む世帯の割合

（％） （人） 
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（３）０～５歳の年齢階級別人口の推移 

令和５年９月時点びおける０～５歳人口は 169人となり、減少傾向で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）支援が必要とする方の状況 

①介護保険事業における要支援・要介護認定者の状況 

令和５年６月時点での錦江町の要介護（要支援）認定者は 576 人、第１号被保険者に占

める要介護認定率は 18.8％で全国及び鹿児島県と同程度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 126 108 109 90 96 82 75 

43 48 43 34 47 46 37 38 

134 130 118 129 138 136 120 108 

97 100 
91 88 74 67 82 78 

95 84 
92 91 89 88 95 87 

143 128 136 136 124 124 133 128 

74 76 74 73 79 72 70 
62 

721 692 662 660 641 629 619 
576 

21.3% 20.7% 20.0% 20.2% 19.7% 19.7% 19.7%
18.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成28年

(2016)

平成29年

(2017)

平成30年

(2018)

令和元年

(2019)

令和2年

(2020)

令和3年

(2021)

令和4年

(2022)

令和5年

(2023)

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2

要介護3 要介護4 要介護5 錦江町認定率

鹿児島県認定率 全国認定率

(人)

32 34 35 24 29 26 

45 37 33 34 23 29 

45 46 36 
29 32 22 

47 43 
42 

34 29 33 

45 46 
40 

41 
30 31 

47 45 
44 

40 
38 28 

261 251 
230 

202 
181 

169 

0

100

200

300

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

（人）

出典：錦江町住民基本台帳 

出典：見える化システム 
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②障害者手帳所持者の状況 

本町の障害手帳所持者数は、令和５年 10月１日現在 963人であり、総人口に占める割合

は年々増加しています。また、手帳種別に注目すると、精神障害者保健福祉手帳所持者に

おいて増加傾向にあります。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

714 712 709 720 713 

146 148 150 150 149 
88 95 98 98 101 

948 955 957 968 963 

12.8% 13.2% 13.7%
14.5% 14.9%

0.0%

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

障害者手帳所持者数の推移

身体障害者手帳所持者数 療育手帳所持者数

精神障害者保健福祉手帳所持者数 総人口に占める障害者手帳所持者の割合

(人)

出典：錦江町介護福祉課資料 
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２ アンケート調査結果 

 

（１）調査概要 

 

①調査の目的 

「地域共生社会の実現」を目指して、地域福祉に関するさまざまな取り組みを行って

いく「錦江町地域福祉計画」の策定のために、日常生活の様子や考えなど、今後の地域

福祉行政に反映するための基礎資料とします。 

 

②調査時期 

令和５年１０月に実施 

 

③調査対象 

錦江町の住民基本台帳に登録されている 20歳以上の方を対象に無作為抽出 

 

④調査方法 

郵送による配布・回収 

 

⑤回収状況 

 

配布件数 回収件数 回収率 

1,600件 799件 49.9% 

 

⑥集計上の留意点 

・グラフ中の「n=」は、母数となるサンプル数(回答者数)を示しています。 

・集計結果は百分率で算出し、四捨五入の関係上、百分率の合計が 100％にならない

場合があります。 

・複数回答の場合は、回答者実数より多くなっている場合があります。 

・回答者が無い場合の設問では一部集計表・グラフを省いています。 
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（２）調査結果 
 

Ｑ. あなたの考える「支え合い・助け合う地域」の範囲はどれにあてはまりますか。 

（○は１つだけ） 

回答者の考える「支え合い・助け合う地域」の範囲については、「自治会という範囲」

42.6％が最も高く、次いで「町全体という範囲」24.0％、「隣近所という範囲」18.1％

となっています。 

 

 

Ｑ. あなたの考える「支え合い・助け合う地域」の範囲の中にある地域福祉に関する課題に

ついてや、住民同士の助け合いや支え合いの必要性についてどう思いますか。 

（○は１つだけ） 

地域福祉に関する課題や、住民同士の助け合いや支え合いの必要性については、「あ

る程度必要だと思う」50.4％が最も高く、次いで「とても必要だと思う」47.1％、「あ

まり必要だと思わない」1.0％となっています。 

 

 

  

18.1% 42.6%
4.5%

4.0%
5.0% 24.0% 1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

隣近所という範囲 自治会という範囲 小学校区という範囲

公民館という範囲 旧町（大根占・田代）という範囲 町全体という範囲

無回答

47.1% 50.4%
1.0%

0.3%
1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

とても必要だと思う ある程度必要だと思う あまり必要だと思わない まったく必要だと思わない 無回答
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Ｑ. あなたはふだん、近所の人とどの程度のつきあいをしていますか。（○は１つだけ） 

近所の人とのつきあいの程度については、「世間話や立ち話をする程度」40.3％が最

も高く、次いで「会えばあいさつをかわす程度」28.5％、「困っているとき相談したり、

助け合う程度」21.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ. 今後、ご近所とのおつきあいの中で、あなたが「手助けしてほしい」と最も思うことは

何ですか。（○は１つだけ） 

今後、ご近所とのおつきあいの中で、回答者が「手助けしてほしい」と最も思うこと

については、「緊急時（病気や災害）の手助け」36.5％が最も高く、次いで「話し相手

や相談相手」20.2％、「特にない」19.4％となっています。 

  

28.5% 40.3% 6.3% 21.9%
2.0%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

会えばあいさつをかわす程度 世間話や立ち話をする程度
留守をするときに声をかけあう程度 困っているとき相談したり、助け合う程度
ほとんど近所付き合いがない 無回答

20.2%
1.4%

2.0%
18.1%

0.4%
36.5% 19.4%

1.1%
0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

話し相手や相談相手 買い物や近所への外出の手伝い 子どもの預かりや見守り

高齢者等の見守り 簡単な家事 緊急時（病気や災害）の手助け

特にない その他 無回答
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Ｑ. 今後、ご近所とのおつきあいの中で、あなたが「手助けできる」と最も思うことは何で

すか。（○は１つだけ） 

今後、ご近所とのおつきあいの中で、回答者が「手助けできる」と最も思うことにつ

いては、「緊急時（病気や災害）の手助け」32.9％が最も高く、次いで「話し相手や相

談相手」30.7％、「高齢者等の見守り」14.4％となっています。 

 

Ｑ. あなたは将来も錦江町に暮らし続けたいと思いますか。（○は１つだけ） 

将来も錦江町に暮らし続けたいかについては、「暮らし続けたい」49.9％が最も高く、

次いで「できれば暮らし続けたい」36.2％、「あまり暮らし続けたくない」8.3％となっ

ています。 

 

Ｑ. あなたは、高齢者や子ども、障害のある人、その他のさまざまな社会的立場の弱い人々

をとりまく地域の福祉課題に関心がありますか。（○は１つだけ） 

さまざまな社会的立場の弱い人々をとりまく地域の福祉課題への関心については、

「ある程度関心がある」63.5％が最も高く、次いで「とても関心がある」26.0％、「あ

まり関心が無い」7.8％となっています。 

  

30.7% 7.9%
0.6%

14.4%
1.6%

32.9% 9.5%

1.1%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

話し相手や相談相手 買い物や近所への外出の手伝い 子どもの預かりや見守り

高齢者等の見守り 簡単な家事 緊急時（病気や災害）の手助け

特にない その他 無回答

49.9% 36.2% 8.3%

2.8%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

暮らし続けたい できれば暮らし続けたい あまり暮らし続けたくない 暮らしたくない 無回答

26.0% 63.5% 7.8%
0.4%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

とても関心がある ある程度関心がある あまり関心が無い まったく関心がない 無回答
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Ｑ. あなたの地域の行事や活動についての関心は、以前と比べて（約５年前と比べて）  

どのように変化したと感じますか。（○は１つだけ） 

地域の行事や活動についての関心については、「特に変化はない」44.8％が最も高く、

次いで「どちらかというと関心を持つようになった」31.9％、「どちらかというと関心

がなくなった」20.2％となっています。 

 

Ｑ. 地域の活動や行事が、もっと活発に行われるようにしていくためには、どのようなこと

が大切だと思いますか。（あてはまるものすべてに○） 

地域の活動や行事が、もっと活発に行われるために大切なことについては、「住民同

士が困ったときに、今以上に助け合える関係をつくる」56.4％が最も高く、次いで「あ

いさつができる程度の顔見知りの関係を広げる」39.4％、「交流の機会となる地域の行

事をもっと増やす」26.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.9% 20.2% 44.8% 3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

どちらかというと関心を持つようになった どちらかというと関心がなくなった 特に変化はない 無回答

56.4%

39.4%

26.0%

24.5%

23.3%

11.8%

11.4%

3.0%

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

住民同士が困ったときに、今以上に助け合える

関係をつくる

あいさつができる程度の顔見知りの関係を広げる

交流の機会となる地域の行事をもっと増やす

自治会や子ども会、老人クラブなどの活動を

もっと活発にしていく

転入者など、新たに住む人との関係づくりを強化する

地元の商業者など、事業者と住民のつながりを

もっと深める

小学校と住民の交流やつながりを深める

その他

無回答

全体

(n=799)
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Ｑ. あなたは、地域福祉に関する行政と住民との協働（パートナーシップ）について、どの

ように感じていますか。（○は１つだけ） 

地域福祉に関する行政と住民との協働（パートナーシップ）については、「よい関係

ができているかどうかわからない」49.7％が最も高く、次いで「どちらかというとよい

関係ができている」33.9％、「よい関係ができている」9.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ. どのような条件が整えばＮＰＯやボランティア活動に参加しやすくなると思いますか。

（あてはまるものすべてに○） 

ＮＰＯやボランティア活動へ参加しやすくなる条件については、「自分に合った時間

や内容で活動できること」67.7％が最も高く、次いで「自分の仕事や特技を生かして活

動できること」36.9％、「友人や家族と一緒に活動しやすいこと」33.3％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.4% 33.9% 49.7% 4.0% 3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

よい関係ができている どちらかというとよい関係ができている

よい関係ができているかどうかわからない よい関係ができていない

無回答

67.7%

36.9%

33.3%

21.5%

21.3%

20.0%

9.0%

6.3%

6.0%

2.0%

4.1%

5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

自分に合った時間や内容で活動できること

自分の仕事や特技を生かして活動できること

友人や家族と一緒に活動しやすいこと

活動資金の補助、援助が充実していること

身近な団体や活動内容に関する情報が入手しやすいこと

家族や職場の理解が得られやすいこと

活動参加によるメリットがあること

平日夜間や休日にボランティア講座が

開催されていること

自分の所属する学校や職場で活動がなされていること

その他

どんな条件が整っても興味もなく、

参加してみたいとは思わない

無回答

全体

(n=799)
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Ｑ. 錦江町及び錦江町社会福祉協議会では、福祉関する相談窓口を設け、福祉サービスや

福祉活動の情報提供などに努めてきましたが、あなたはどのように感じていますか。 

（○は１つだけ） 

錦江町及び錦江町社会福祉協議会の福祉サービスや福祉活動の情報提供については、

「進んでいるかどうかわからない」51.1％が最も高く、次いで「どちらかというと進ん

でいる」30.0％、「どちらかというと遅れている」8.8％となっています。 

 

 

 

Ｑ. 錦江町社会福祉協議会が行っている主な事業について、あなたが知っているものはどち

らですか。（○は１つだけ） 

錦江町社会福祉協議会が行っている主な事業で回答者が知っているものについては、

「地域のサロン活動の立ち上げや運営の支援」34.5％が最も高く、次いで「知らない、

わからない」14.9％、「介護保険サービス等事業」12.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

6.4% 30.0% 8.8% 51.1% 3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

非常に進んでいる どちらかというと進んでいる どちらかというと遅れている

進んでいるかどうかわからない 無回答

34.5%

1.3%

1.9%

7.3%

3.4%

5.5% 12.0% 9.9%

0.5%

5.6% 14.9% 3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

地域のサロン活動の立ち上げや運営の支援 地域の福祉ネットワークの立ち上げ・運営支援

ボランティア活動の相談窓口 心配ごと相談所・巡回相談所の運営

車いすの無料貸出 福祉サービス利用支援

介護保険サービス等事業 共同募金・歳末たすけあい募金

生活福祉資金貸付事業 社協だよりの発行

知らない、わからない 無回答
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Ｑ. あなたは、障害のある人が困っているときに、手助けをしたことがありますか。 

（○は１つだけ） 

障害のある人への手助けについては、「したことがある」64.8％、「したことがない」

33.7％となっています。 

 

Ｑ. あなたは、世の中には障害のある人に対して、障害を理由とする差別や偏見があると思

いますか。（○は１つだけ） 

障害を理由とする差別や偏見の有無については、「ある程度はあると思う」48.4％が

最も高く、次いで「あると思う」26.8％、「あまりないと思う」15.3％となっています。 

 

Ｑ. 今から５年前と比べて障害のある人に対する差別や偏見は改善されたと思いますか。

（○は１つだけ） 

５年前と比べて障害のある人に対する差別や偏見の改善については、「ある程度は改

善されたと思う」61.1％が最も高く、次いで「あまり改善されていないと思う」19.1％、

「かなり改善されたと思う」12.4％となっています。 

  

64.8% 33.7% 1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

したことがある したことがない 無回答

26.8% 48.4% 15.3% 8.0% 1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

あると思う ある程度はあると思う あまりないと思う ないと思う 無回答

12.4% 61.1% 19.1%
3.5%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

かなり改善されたと思う ある程度は改善されたと思う あまり改善されていないと思う

ほとんど改善されていないと思う 無回答
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Ｑ. あなたは、障害のある人に関する国や地方公共団体の施策のうち、もっと力を入れる必

要があると思うものは何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

障害のある人に関する国や地方公共団体の施策で必要なことについては、「ホームヘ

ルプサービスなどの在宅サービスの充実」43.6％が最も高く、次いで「障害のある人に

配慮した住宅や建物、交通機関の整備」40.3％、「障害に応じた職業訓練の充実や雇用

の確保」39.5％となっていま 

 

Ｑ. あなたは、台風、地震等の災害に対する備えをしていますか。（○は１つだけ） 

災害に対する備えについては、「ある程度している」55.8％が最も高く、次いで「あ

まりしていない」33.3％、「全くしていない」5.6％となっています。 

 

43.6%

40.3%

39.5%

35.9%

35.0%

33.5%

25.4%

23.7%

14.9%

4.6%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ホームヘルプサービスなどの在宅サービスの充実

障がいのある人に配慮した住宅や建物、交通機関の整備

障がいに応じた職業訓練の充実や雇用の確保

障がいのある人への理解を深めるための啓発・広報活動

障がいのある子どもの相談・支援体制や教育と、

障がいのある人への生涯学習の充実

生活の安定のための年金や手当の充実

障がいのある人が差別を受けた際の相談窓口や

紛争解決機能の充実

保健医療サービスやリハビリテーションの充実

点字・手話、字幕放送などによる情報提供の充実

特になし

無回答

全体

(n=799)

4.4% 55.8% 33.3% 5.6% 0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

十分している ある程度している あまりしていない 全くしていない 無回答
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Ｑ. あなたは、地震や台風・大雨などの災害発生時に、一人で避難することができると思い

ますか。（○は１つだけ） 

災害発生時の一人避難の可否については、「できると思う」62.0％が最も高く、次い

で「できないと思う」18.9％、「わからない」18.0％となっている。 

 

Ｑ. 地震や台風などの災害発生時に、不安に思うことは何ですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

災害発生時に不安に思うことについては、「特にない」40.9％が最も高く、次いで

「避難場所の環境がわからない」25.3％、「災害時の緊急の連絡方法や連絡先がわから

ない」16.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

62.0% 18.9% 18.0% 1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

できると思う できないと思う わからない 無回答

25.3%

16.9%

15.6%

11.9%

5.6%

40.9%

6.4%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

避難場所の環境がわからない

災害時の緊急の連絡方法や連絡先がわからない

災害時の情報入手や連絡の手段がない

避難場所まで、自分一人では行けない

避難場所がどこかわからない

特にない

その他

無回答

全体

(n=799)
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Ｑ. あなたは、これまでに自治公民館の防災活動など、自主防災組織が行う防災訓練などに

参加したことがありますか。（○は１つだけ） 

自主防災組織が行う防災訓練などへの参加有無については、「自主防災組織の活動に

参加したことがある」42.2％が最も高く、次いで「自主防災組織があるのか知らない」

29.9％、「自主防災組織はあるが、活動には参加したことはない」18.0％となっていま

す。 

 

 

Ｑ. 災害発生時に備えて、地域や行政が優先して取り組むべきことは何だと思いますか。

（あてはまるものすべてに○） 

災害発生時に備えて、地域や行政が優先して取り組むべきことについては、「地域・

近所での協力体制づくり」58.1％が最も高く、次いで「災害時の情報伝達方法の確立」

52.7％、「災害時避難行動要支援者に配慮した支援物資の確保」44.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42.2% 18.0% 7.9% 29.9% 2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

自主防災組織の活動に参加したことがある 自主防災組織はあるが、活動には参加したことはない

自主防災組織がない 自主防災組織があるのか知らない

無回答

58.1%

52.7%

44.1%

41.8%

41.1%

28.0%

27.8%

24.5%

1.3%

3.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

地域・近所での協力体制づくり

災害時の情報伝達方法の確立

災害時避難行動要支援者に配慮した支援物資の確保

避難誘導体制の確立

災害時の医療体制の確立

災害時避難行動要支援者を対象とした福祉避難所の整備

避難訓練の実施など住民の意識啓発

ボランティアの受け入れ体制の整備

その他

無回答
全体

(n=799)
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Ｑ. 「成年後見制度」という言葉を聞いたことがありますか。（○は１つだけ） 

「成年後見制度」という言葉の認知度については、「聞いたことがあるし、その意味

を知っている」43.2％が最も高く、次いで「聞いたことはあるが、その意味はわからな

い」31.8％、「聞いたことがない」22.2％となっています。 

 

Ｑ. あなたがひとり暮らしの高齢者と想定します。あなたの認知機能の低下などで判断がで

きなくなった場合、契約行為や金銭管理などを誰にお願いしたいと思いますか。  

（○は１つだけ） 

契約行為や金銭管理などのお願い先については、「自分の子どもや孫」72.6％が最も

高く、次いで「自分の兄弟・姉妹」13.0％、「わからない」4.8％となっています。 

 

 

Ｑ. あなたは、罪を犯した人の立ち直りに協力したいと思いますか。（○は１つだけ） 

罪を犯した人の立ち直りへの協力については、「どちらかといえば思う」34.2％が最

も高く、次いで「わからない」26.4％、「思う」19.0％となっています。 

 

 

  

43.2% 31.8% 22.2% 2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

聞いたことがあるし、その意味を知っている 聞いたことはあるが、その意味はわからない

聞いたことがない 無回答

72.6% 13.0%
1.5%

0.6%

2.5%

3.3%
4.8%

0.3%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

自分の子どもや孫 自分の兄弟・姉妹 1、２以外の親族

友人 弁護士、司法書士などの専門職 社会福祉協議会

わからない その他の人 無回答

19.0% 34.2% 11.0% 7.8% 26.4% 1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

思う どちらかといえば思う どちらかといえば思わない 思わない わからない 無回答
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Ｑ. 再犯防止のためには、具体的にどのようなことが必要だと思いますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

再犯防止のために必要なことについては、「刑事司法関係機関による一人一人のＱ題

性に応じた、きめ細かな指導や支援を充実する」47.7％が最も高く、次いで「仕事と住

居を確保して安定した生活基盤を築かせる」45.6％、「被害者の置かれた状況や心情を

理解させる」35.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ. 再犯防止のためには、犯罪をした人を社会から排除・孤立させるのではなく、再び受け

入れることが自然にできる「誰一人取り残さない」社会の実現が大切である。という意

見について、どう思いますか。（○は１つだけ） 

再犯防止における「誰一人取り残さない」社会の実現が大切である。という意見につ

いては、「どちらかといえばそう思う」44.4％が最も高く、次いで「そう思う」27.2％、

「わからない」15.6％となっています。 

 

 

 

 

  

47.7%

45.6%

35.2%

30.2%

22.2%

1.4%

12.5%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

刑事司法関係機関による一人一人の問題性に応じた、

きめ細かな指導や支援を充実する

仕事と住居を確保して安定した生活基盤を築かせる

被害者の置かれた状況や心情を理解させる

犯罪を地域の問題として捉え地域ぐるみで

再犯防止に向けた支援をする

罪を犯した高齢者などに対して、

福祉制度の利用を促進する

その他

わからない

無回答

全体

(n=799)

27.2% 44.4% 5.5%
4.0%

15.6% 3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=799)

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない わからない 無回答
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Ｑ. 再犯防止のために、地方公共団体は何をするべきだと思いますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

再犯防止のために、地方公共団体がすべきことについては、「再犯防止に協力する民

間協力者に対して、活動する場所の提供や財政的な支援をする」38.4％が最も高く、次

いで「罪を犯した人に対する支援ネットワークを作る」34.9％、「再犯防止のための計

画を策定する」30.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.4%

34.9%

30.5%

23.3%

23.2%

2.3%

16.5%

3.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

再犯防止に協力する民間協力者に対して、

活動する場所の提供や財政的な支援をする

罪を犯した人に対する支援ネットワークを作る

再犯防止のための計画を策定する

住民に対して、再犯防止について広報・啓発活動をする

罪を犯した人を地方公共団体の機関で雇用する

その他

わからない

無回答
全体

(n=799)
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Ｑ. あなたは、地域福祉に関する様々な現状について、どの程度「満足」されていますか。 

（それぞれに○は１つずつ） 

地域福祉に関する様々な現状の満足度については、全ての項目で『満足』（「満足」と

「やや満足」の合算）が５割以上となっており、「住み慣れた地域で支えあうまちづく

りに向けた福祉教育・人権教育・福祉のこころの醸成」では 69.1％を占めています。

『不満』（「やや不満」と「不満」の合算）では「自立した生活ができる環境整備に向け

たバリアフリー化と防災・防犯体制の充実」が 36.7％と最も高くなっています。 

 

Ｑ. あなたは、地域福祉に関する様々な現状について、どのくらい「重要」だと思います

か。（それぞれに○は１つずつ） 

地域福祉に関する様々な現状の重要度については、全ての項目で『重要』（「重要」と

「やや重要」の合算）が８割以上を占めている。中でも「安心してサービスを受けるこ

とができる、保健・医療・福祉の連携によるサービス提供体制の強化」は 91.4％を占

め、最も高くなっています。 

 

  

11.9%

10.5%

9.9%

12.5%

14.0%

7.5%

57.2%

56.9%

48.7%

49.9%

50.4%

46.8%

20.4%

20.8%

28.9%

25.4%

23.8%

32.3%

2.6%

3.3%

3.6%

3.1%

3.9%

4.4%

7.9%

8.5%

8.9%

9.0%

7.9%

9.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

住み慣れた地域で支えあうまちづくりに向けた

福祉教育・人権教育・福祉のこころの醸成

地域活動の促進による互助のまちづくりに向けた

健康づくり・世代間交流・ネットワークづくり

安心して暮らし続けることができる要援護者等の

社会的弱者への対策の充実

安心してサービスを利用できる

情報提供・相談・支援体制の強化

安心してサービスを受けることができる、保健・医療・

福祉の連携によるサービス提供体制の強化

自立した生活ができる環境整備に向けた

バリアフリー化と防災・防犯体制の充実

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答(n=799)

48.2%

41.2%

52.3%

54.3%

60.7%

49.6%

41.6%

44.4%

37.7%

35.3%

30.7%

39.3%

3.0%

6.0%

1.6%

1.8%

1.4%

3.0%

0.5%

0.5%

0.6%

0.4%

0.4%

0.3%

6.8%

7.9%

7.8%

8.3%

6.9%

7.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

住み慣れた地域で支えあうまちづくりに向けた

福祉教育・人権教育・福祉のこころの醸成

地域活動の促進による互助のまちづくりに向けた

健康づくり・世代間交流・ネットワークづくり

安心して暮らし続けることができる要援護者等の

社会的弱者への対策の充実

安心してサービスを利用できる

情報提供・相談・支援体制の強化

安心してサービスを受けることができる、保健・医療・

福祉の連携によるサービス提供体制の強化

自立した生活ができる環境整備に向けた

バリアフリー化と防災・防犯体制の充実

重要 やや重要 あまり重要ではない 重要ではない 無回答(n=799)
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Ｑ. 地域福祉の推進を図っていく上で、必要となるもののうち、あなたにとって重要だと感

じることはどれですか。（あてはまるものすべてに○） 

地域福祉の推進を図る上で重要だと感じることについては、「支援を要する方が必要

なサービスを利用できるための仕組みが確立されていること」53.3％が最も高く、次い

で「支援を要する方が必要なサービスを利用する際に、適切なサービス選択の確保があ

ること」47.7％、「日常的な見守り・助け合い活動について支援すること」46.4％とな

っています。 

 

 

 

 

53.3%

47.7%

46.4%

42.8%

40.6%

37.3%

35.3%

35.0%

29.8%

25.5%

19.4%

16.5%

3.4%

4.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

支援を要する方が必要なサービスを利用できるための

仕組みが確立されていること

支援を要する方が必要なサービスを利用する際に、

適切なサービス選択の確保があること

日常的な見守り・助け合い活動について支援すること

地域住民に対する相談支援体制が整備されていること

福祉、保健、医療と生活に関連する他分野との

連携方策が確保されていること

災害時等における避難行動要支援者の把握と

情報の共有化を図ること

サービス利用に結びついていない、支援を要する方への

対応が行き届いていること

緊急対応に備えた役割分担と連携体制づくりを図ること

地域福祉を推進する人材の育成を図ること

利用者の人権や財産を保護する仕組み等が

整備されていること

地域住民、ボランティア団体、ＮＰＯ法人等の

社会福祉活動への支援を行うこと

地域住民等が、地域福祉推進への主体的参加を

行うように支援すること

特にない

無回答

全体

(n=799)
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３ ワークショップ結果 

（１）概要 

本町では、「身近な地域で「地域にはどういう困りごとを抱えている人がいるのか」「ど

うしたら、その人らしく幸せに生活していけるのか」を一緒に考え、意見（アイディア）

を出していただき、新たな計画に反映させるため、一般町民の方を対象に「地域福祉ワー

クショップ」を開催しました。 

  

開 催 日  令和６年２月６日 

場  所  錦江町役場２階会議室 

参加人数  12名 

テ ー マ    ①地域における困りごとや支援が必要なことについて 

②地域や自分たちで取り組めること 

 

 

 

 

 

 

 

（２）結果とりまとめ 

 

【グループ１】 

 

①地域における困りごとや支援が必要なことについて 
⚫ 交通手段が少ない 

⚫ "年金生活では、毎回タクシーはムリ。バス停が近くにない。バスに乗れない。" 

⚫ 高校生の通学バスが少なくて不便。増やしてほしい。 

⚫ 通学する手段がなく、錦江町から引っ越す人が多い。 

⚫ 南大隅高校は補助があるが、鹿屋の高校生には補助がなく定期も高い。 

⚫ 店が遠い。 

⚫ 免許返納しても外出する手段がなく困っている人が多い 

⚫ 病院が遠い（小児科）。 

⚫ 病院がなく、通うのが大変。 

⚫ 荒れた田畑が多い。 

⚫ 空き家が多い。 

⚫ 大学に行かせたくてもお金がない。 

⚫ サロンが減っていて集まる場所がなくなっている。 
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⚫ 産婦人科がない。小児科がない。 

⚫ 介護職不足のため、デイ、施設の受け入れ困難。 

⚫ 働く場所が少ない。 

⚫ お店が少なくて買い物に行けなくて困る。 

⚫ 若い世代が町外へ移出する。 

⚫ 担い手が不足している。 

⚫ 子どもが少ない。 

⚫ 高齢者世帯が多く、子どもたち県外等遠く 

⚫ にいるため、支援者がいない。 

⚫ 育児を一人でしている人が多い。 

 

②地域や自分たちで取り組めること 
⚫ 通学するための補助、バス増便。 

⚫ 移動販売。乗り合い。 

⚫ 空き教室でサロン活動、多世代交流。 

⚫ 時間を持て余している人に介護関係で働いてみないか声かけ。 

⚫ 企業誘致！。 

⚫ 近所の住民で協力し合って見守る。できる支援をする。 

⚫ こども会に加入。 

 

 

【グループ２】 

 

①地域における困りごとや支援が必要なことについて 
⚫ "妊産婦：子育てしながら初産 乳幼児：保育園、産後→学童期サポート 思春期：男の子・女

の子 子育て期：母、仕事しながら専業主婦 高齢期：一人生活、夫婦" 

⚫ "小学生の学力の向上。落ちこぼれをなくすために何か手立てはないか？" 

⚫ 学童期までの子供の栄養管理ができないか？ 

⚫ コミュニテクバスで来ても、休む場所がない（ケーオーのベンチのみ）。 

⚫ "①高齢者の買い物などの補助 ②高齢者の移動の不便さ、特に運転のできない人 ③認知

症などの対応" 

⚫ サロン以外で高齢者が集まれる場所がない。 

⚫ 養護・特養の入所にあたり、順番待ちがある 

と聞きますが、どれくらいの方が待っておられ 

るのか、まら、解消するために何があるのか。 

⚫ 免許返納をした方々の、病院・買い物など 

⚫ が何を利用されるのかが心配だ。 

⚫ 適齢になっても長寿会に入らない人がいる。 

 

 

 

②地域や自分たちで取り組めること 
⚫ "自分達、地域でする老人会（１年の行事にそって月１回定例会）" 

⚫ "地区・長寿会（定例会） 婦人会 子供会" 

⚫ 雨がしのげるような場所にベンチなどを設置し、いろんな所を休憩所としたらどうか。 

⚫ "①コミュニティバス利用度上げる（行政） ②タクシー利用、相乗り活用（タクシー会社との共

合）" 
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【グループ３】 

 

①地域における困りごとや支援が必要なことについて 
⚫ 独居世帯への見守りと支援。 

⚫ 独居高齢者の支援。 

⚫ 高齢者世帯の把握と対処法。 

⚫ 頑固な高齢者への対応。 

⚫ 高齢になって、身体的不自由が出現したときの相談体制。 

⚫ "（本人）自宅の近所（空き家）から受けそうな危険性" 

⚫ "（本人）住宅近隣の衛生・保険安全" 

⚫ "（職場）ex、役場連携⇔課回答できる" 

⚫ "メンタルケアが必要 学校、若者" 

⚫ "（学校）児童⇔【学校側】 指導の徹底が得られない どういう手立て→先生・地域人" 

⚫ 若者が働く場所がない。 

⚫ 交通手段が少ない。 

⚫ 高齢者による失火が心配。 

⚫ 災害時、高齢者などの避難補助者が少ない。 

⚫ 地域のハザードマップに興味のない人が多い。 

⚫ 非常時に備え、食料などを備蓄していない人が多い。 

⚫ 誰でも参加しやすいサロン活動。 

⚫ 役員の担い手不足。 

⚫ 若者と高齢者のつながり。 

⚫ "神川新町でサロンを開催していますが、認知症が 3 人います。明日はわが身だよとみんな

で言って見守っています" 

⚫ 毎日楽しくと皆で言い合っており、今のところ困っていることはありません。 

 

②地域や自分たちで取り組めること 
⚫ "サロン活動では人の悪口は絶対だめ。良さをたたえ合う。サロンの原則を決めて徹底" 

⚫ 自治会を中心に年中行事を呼びかけ、地域の一体感を持つ。 

⚫ 能登半島地震を教訓に、高齢者の会合などで水・食料の備蓄を呼びかける。 

⚫ "高齢者と若年層のつながりを回復させる。（住民全体で楽しめる行事の復活）" 

⚫ 自治会内での交流の場づくり。 

⚫ "（ハザードマップ）見て分かったこと、気づいたことを出し合う（集会）" 

⚫ 高齢の方の話し相手。 

⚫ 役員などによる声かけ。 

⚫ "学校参観 意識と認識 さそい合う⇔さそわれる" 

⚫ "広報誌 「他通知、案日誌」よく目を通す＝理解できる・意識高揚" 
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４ 錦江町の地域福祉における推進課題 

 

（１）複雑化・複合化した支援ニーズへの対応 

 

社会福祉法の改正により、複雑な事情や貧困と介護など複合化した課題に対応する体制の

整備が求められています。  

国では、「属性を問わない相談支援」、「多様な社会参加に向けた支援（狭間のニーズへの

対応）」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する重層的支援体制整備事業を創設し

ました。  

一方、町では地域包括支援センターにおいて、いわゆる属性を問わない相談支援を実施し

ています。  

さらに、地域包括支援センターを中心として、民間事業者や医療機関等との連携を図って

おり、地域でのサロン活動などを含めると、「重層的支援体制整備事業」に該当するような

事業を展開しています。  

これらのことを踏まえ、今後は、相談支援体制の充実に努めるとともに、地域での孤立や

ひきこもり、刑務所出所者等への支援なども含めた新たな相談支援に取り組むことが求めら

れています。 

 

（２）地域包括支援センターを核とした相談支援の推進 

 

近年、地域福祉をめぐる課題は、8050問題やダブルケアに代表される「複合的課題」に加

え、「ひきこもり」や「ヤングケアラー」など、今まで潜在化していた課題が大きく取り上

げられています。  

アンケート調査結果からは、このような複合的課題を抱える人や閉じこもりがちな人やひ

きこもりの人などが、地域で一定数いることが考えられます。  

本町ではこのような課題に対応するため、地域包括支援センターに「包括的相談窓口」を

設置し、きめ細かな支援を進めています。  

特に、ひきこもりなどの孤立対策として有効な訪問活動を実施するなど、地域課題に積極

的に取り組んでいます。  

また、地域包括支援センターでは、サロン活動や認知症カフェなどの介護予防活動、成年

後見制度の利用支援にも取り組んでおり、「包括的相談窓口」と合わせて、地域福祉の中心

的な機能を担っています。  

今後も、地域包括支援センターを核として、関係各課、社会福祉協議会、民生委員・児童

委員、福祉サービス提供事業者、医療機関、県の福祉事務所や保健所などが連携して、本町

の地域生活課題に取り組んでいくことが大切です。  
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（３）住民福祉活動の活性化 

 

アンケート調査結果では、「支え合い・助け合う地域」の範囲については、「自治会という

範囲」42.6％が最も高く、次いで「町全体という範囲」24.0％、「隣近所という範囲」

18.1％となっています。 

地域福祉の推進を図る上で重要だと感じることについては、「日常的な見守り・助け合い

活動について支援すること」46.4％となっています。 

本町では、「地域見守り隊（在宅福祉アドバイザー）」のような地域全体の見守りネットワ

ークから、サロン活動などの小地域のつながりによる活動、民生委員・児童委員などによる

個別の見守り支援、認知症カフェのような当事者による活動など様々な住民福祉活動が展開

されています。  

少子化が進むとともに高齢化が進み、地域の住民活動全体が衰退傾向にある中、地域福祉

の推進を目指す活動を活性化し、住民の地域活動全体を底上げしていくような取り組みが必

要となっています。  

 

  

（４）地域共生社会の実現に向けた取り組み 

 

地域共生社会は、支援を必要とする人が地域の中で他の人と対等・平等の存在となり、い

つまでも生きがいと尊厳をもって生きていける社会です。  

その実現に向けては、住民一人ひとりの意識改革が最も大切となります。  

そのうえで、支援を必要とする人が、生きがいを持ち、安心して生きていくために、支援

を必要とする人たちに、十分配慮された社会資源の整備が必要となります。  

生涯学習やスポーツ・レクリエーション活動などにおける配慮をはじめとして、災害時に

おける高齢者や障害者、女性、子どもなどへの配慮など、まだまだ整備・充実が求められて

いるものがあります。  

これらの実現には、住民と行政、企業、各団体などが目標を共有し取り組むことが必要で

す。  

アンケート調査結果では、成年後見制度への理解については、認知度は高くない状況です。  

これらの制度や運動は、地域共生社会の実現に不可欠なことであり、福祉意識の醸成を図 

りながら、啓発活動に努めていくことが大切です。   
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第３章 計画の方向性 

 

１ 基本理念 

 

町の最上位計画である第２次錦江町総合振興計画（令和３年度から６年度）では、まちづ

くりの基本理念を「子や孫へ、希望あふれる未来を創りつなぐまち」とし、多くの住民等と

行政がたて糸やよこ糸となって織りなす町は、私たちはもちろんのこと、子どもや孫たちの

次の世代も幸せを暮らしの中で感じられるまちづくりを目指しています。 

本町を取り巻く状況を見ると、人口減少や少子高齢化、経済格差の拡大等が進行しており、

要介護高齢者や障害者等の支援を必要とする町民が増加しています。また、家庭の自助力の

低下、地域コミュニティの脆弱化も懸念されており、財政的な制約がある中で、より細やか

でかつ効率的・効果的な対応が求められています。 

こうした状況のなか、町民の誰もが安心して暮らせるまちを実現していくためには、多様

な生活課題を抱える町民に対して必要な支援を適切かつ持続的に提供する包括的な支援体制

整備に取り組みつつ、本町の特性に合った地域共生社会を構築していくことが求められます。 

地域共生社会を構築する過程においては、住民の主体的参加と住民・事業者・行政の連

携・協働を前提とした前計画の理念は今後も引き続き重視していく必要があることから、前

計画の基本理念を継承し、「各世代が助け合い、元気に暮らせる『地域』づくり」を基本理

念とします。 

 

 

◆基本理念◆ 

各世代が助け合い 、元気に暮らせる『地域』づくり 

（生きがいと笑顔あふれる錦江町） 
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２ 錦江町が目指す地域福祉の姿 

 

 

支え合う関係（つながり）による感謝と笑顔の連鎖 

 

子ども、高齢者、障害のある人など、誰もが住みなれた地域の中で、つながりをもち、健康で、

心豊かに暮らしていくことができる地域づくりを目指します。 

自分らしく暮らすとともに、人との関わりを大事にし、コミュニケーションのなかで、励まし

たり、励まされたり、期待され、役に立とうとすることで、自分自身の生きがいや存在価値を確

認していきます。 

人と人との関わりにおいては、個人がもつ知識や経験、ネットワークなどを活かすことで、ま

た、個人のもつ悩みや暮らしにくさを抱え込まず、地域とつながることで、徐々に深まっていき

ます。そして、支援する側もされる側も、役割を固定化せず、時に支え、時に支えられる、とい

う支え合いの関係を構築していくことが必要です。 

支え合う関係を根底に「感謝」と「笑顔」がたくさん生まれる地域こそが、私たちの目指す地

域福祉の姿です。 
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地域福祉の効果的な推進のためには、専門性の高い総合的・広域的な福祉サービスの提供を行

う、町全体エリアの大きな圏域から見守り活動等といった、自治会等住民に身近な圏域まで、各

圏域に応じた重層的な推進体制を整備することが必要です。本町における福祉圏域を、以下の通

り整理しました。 

 

 

 

 

 

  

近所 

自治会 

小学校区 

行政区域（２圏域） 

町全域 

行政・社協の相談窓口 
公的サービスの提供 
情報提供など 

地域支え合い協議体など 

ＰＴＡ活動など 

・防犯・防災・環境美化活動 
・長寿会・子ども会活動など 

・声かけ 
・見守り 
・身近な相談など 

重
層
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

行政・社協を中心に総合的なニーズに

対応することで福祉活動関係者の集約

を図る 

子育て世代包括支援センター、社協、

民生委員児童委員連絡協議会、地域包

括支援センター 等 

小・中学校区単位での結びつきの強さを

生かし、各団体と連携し、支え合い活動

を進めていく 

小・中学校、保育所、子ども会育成連絡

協議会、地域づくり団体 等 

地域の課題を集約して問題の解決にあたる圏域 

自治会、民生委員・児童委員、長寿会、子ども

会、ご近所ボランティア、見守りネットワー

ク、各当事者組織 等 
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３ 基本目標 

 

（１）ふれあい、支え合い、だれ一人取り残さないまちづくり 

 

多様化・複雑化する課題に対し、支援を必要としている人へきめ細やかに対応できるよう、

包括的な相談支援体制の強化や相談窓口の充実を図るとともに、情報提供を充実し、必要な

支援に結びついていない人を適切な支援に結びつけられるような支援体制づくりに努めます。 

また「相談支援」「地域づくり」「地域参加」を核とする重層的支援体制整備事業を推進し、

多様な地域生活課題の解決に向けて取り組みます。   

 

 

（２）誰もが我が事として参加し、活き活きと担えるまちづくり 

 

若い世代から高齢者まで幅広い世代が地域の課題に関心を持ち、地域の支え合い活動に参

加できるよう、福祉教育の推進と地域福祉の啓発を行い、地域の担い手の育成・確保に努め

ます。 

住民がお互いに助け合い、支え合う地域づくりのためには、自治会等による身近な地域の

福祉活動を推進するとともに、生活圈域、町全体といった各層における支え合いネットワー

クの構築及び連携強化を図ることで、包括的な仕組みづくりを推進していきます。  

 

 

（３）安心して暮らせるまちづくり 

 

地域福祉の推進、その先にある地域共生社会の実現に向けて、住民や地域、専門職やサー

ビス提供事業者、社会福祉協議会、行政などが連携して地域生活課題を解決していく必要が

あります。 

町民の誰もが相互尊重のもとに、地域で安心して自分らしく暮らせるように、必要な支援

に早期につながり、適切かつ持続的に支援が得られるよう、多様な連携・協働による包括的

な支援体制の整備に取り組み、地域共生による福祉のまちづくりを推進します。 

そのため、地域で暮らすあらゆる人の生活を支えるため，多様な主体による地域福祉活動

の促進や、孤独・孤立対策、生活困窮者支援、権利擁護支援等の充実に取り組みます。 
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（４）自分らしく生きるまちづくり(錦江町成年後見制度利用促進基本計画) 

 

本町に暮らす方々が自分らしく生活するためには、判断能力が不十分であったとしても、

周囲の関係者が本人の意思決定を尊重し、その意思に沿った支援を行うことが重要です。  

そのために、住民の権利擁護を支援する体制を整備し、関係機関・団体等と連携して本計

画を効果的に推進することで、安心して自分らしく暮らせる地域共生社会を目指します。     

 

 

（５）誰もが輝けるまちづくり(錦江町再犯防止推進計画) 

 

国の再犯防止推進計画の「基本方針」、ならびに令和６年３月に策定された「第 2 次鹿児

島県再犯防止推進計画」を踏まえ、犯罪の原因となる様々な生活困難に対応でき、一人も再

犯に陥ることなく明るく地域で暮らしていける社会づくりを目指します。 

また、既存のネットワークや協議会等と連携を図り、再犯防止の視点を施策等に反映し、

関係機関・団体等が再犯防止の認識を深め、施策への理解と協力が得られるよう、罪を犯し

た人等の特性および地域の実情に応じた相談支援体制の構築に取り組みます。 
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４ 施策体系 

 

基本理念 基本目標 施策 

 

各
世
代
が
助
け
合
い 

、
元
気
に
暮
ら
せ
る
『
地
域
』
づ
く
り
（
生
き
が
い
と
笑
顔
あ
ふ
れ
る
錦
江
町
） 

 

基本目標１  
だれ一人取り残さない、安心
して相談できるまちづくり 

（１）地域包括支援センターの相談支援体制の維持 

・強化 

（２）障害者への相談支援の充実 

（３）子どもへの相談支援体制の整備 

（４）生活困窮者への相談支援の充実 

（５）誰一人取り残さない相談支援体制の構築 

（６）権利擁護 

基本目標２  
我が事として参加し、誰もが
活躍できるまちづくり 

（１）福祉意識の高揚 

（２）ボランティア活動の支援 

（３）民生委員・児童委員活動の支援強化 

（４）住民主体における地域活動の強化 

（５）生きがいのあるまちづくり 

基本目標３  
安心して暮らせるまちづくり 

（１）誰もが暮らしやすい環境づくり 

（２）防災体制やバリアフリーの充実 

（３）移動支援 

（４）新たな住民福祉活動の発展支援 

（５）社会福祉協議会の事業の充実 

基本目標４  
自分らしく生きるまちづくり 
（錦江町成年後見制度利用促
進基本計画） 

（１）成年後見制度等の周知と利用支援 

（２）成年後見制度の実施体制の構築 

基本目標５  
社会を明るくするまちづくり 
（錦江町再犯防止推進計画） 

（１）地域理解の促進 

（２）生活支援に関する取り組みの充実 
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第４章 具体的施策の展開 

 

基本目標１ だれ一人取り残さない、安心して相談できるまちづくり 

 

■□現況と課題 

 

生活困窮や引きこもり、8050 問題、介護と育児を行う「ダブルケア」、子どもが家族の介

護やケアを行う「ヤングケアラー」といった地域住民が抱える課題が複雑化・複合化してお

り、従来の高齢、障害など属性別の相談支援体制では、対応が難しくなってきています。 

本町では、地域包括支援センターが中心となって、高齢者や障害者、生活困窮者などの福

祉や介護に関する相談支援を進めています。  

地域包括支援センターでは、住民の相談に的確に対応するため、役場の関係課をはじめと

してサービス提供事業者や県の各機関などと連携を強化しています。  

障害者や子ども、生活困窮者に対しては、それぞれの相談窓口により、適切かつ迅速な支

援につなげています。 また、高齢者や障害者、児童への虐待を防止するため、通報・相談

体制を充実するとともに、要保護児童対策地域協議会のような多機関の連携により対応して

います。  

地域包括支援センターでは、包括的相談のほか、介護予防事業や介護予防ケアマネジメン

ト事業など多くの業務を並行して実施おり、地域包括支援センターの業務の逼迫が懸念され

ることから、事業を見直し、効率的で効果的な事業運営体制を検討することも必要となって

います。  

また、相談支援や地域づくり支援の取り組みを活かし、地域住民の支援ニーズに対応する

包括的な支援体制を構築するため、「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を

一体的に実施する重層的支援体制整備事業への対応も必要です。 
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★☆施策の内容 

 

（１）地域包括支援センターの相談支援体制の維持・強化 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①包括的相談体制の継

続・充実 

・地域包括支援センターの相談体制を維持し、高齢者や障

害者、生活困窮者などの多様な相談支援を継続・充実し

ていきます。 

②事業内容の精査と外部

専門機関の活用 

・地域包括支援センターの業務が多岐にわたっているた

め、事業のあり方等を見直し、可能なものは外部の専門

機関に委託するなど効率的で効果的な運営体制を構築し

ます。 

③相談支援連携体制の充

実 

・近年の複合的課題や潜在的課題に対処するため、関係各

課、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、サービス提

供事業者、医療機関、県の関係機関などとの連携を一層

強化します。 

 

 

（２）障害者への相談支援の充実 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①相談支援事業所の周知

徹底 

・町内相談支援事業所(由結の里)に関する情報提供を強化

し、住民への周知徹底を図ります。 

②基幹相談支援センター

との連携強化 

・障害者等の生活課題の解決に向けて、肝付地区２市４町

で委託している肝属地区障がい者基幹相談支援センター

との連携を強化します。 

③地域生活支援拠点の整

備(広域事業) 

・肝属地区障害者自立支援協議会などを通じ、障害者の地

域生活に必要な相談や体験、人材を育成する地域生活支

援拠点の整備に努めます。 
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（３）子どもへの相談支援体制の整備 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①相談支援組織の連携強

化 

・錦江町子育て世代包括支援センター『たんぽぽ』や子育

て支援センターなどの連携を強化し、妊娠から出産、育

児の切れ目のない相談体制を整備します。 

・児童虐待防止対策として、特に要保護児童等への支援業

務の強化を図る子ども家庭総合支援拠点や子ども家庭セ

ンターの設置を検討します。 

 

（４）生活困窮者への相談支援の充実 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①関係機関の連携強化 ・介護福祉課、地域包括支援センターや社会福祉協議会、

関係課機関との連携を強化し、生活困窮者の相談支援の

充実を図ります。 

 

 

（５）誰一人取り残さない相談支援体制の構築 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①民生委員・児童委員と

各相談機関の連携強化 

・民生委員・児童委員の日常的な活動と各相談支援機関が

連携し、地域で孤立している人や福祉サービスを利用し

ていない要支援者の発見と適切な支援に努めます。 

②ケアラー（ヤングケア

ラーを含む）の相談支

援 

・ケアラー（ヤングケアラーを含む）に対応する相談窓口

を各種広報媒体を通じて町民への周知を図ります。  

・各相談窓口での相談体制及び各支援担当との連携体制の

強化に努めます。 

③ひきこもりの相談支援 ・ひきこもりなど潜在的な課題に対応する相談窓口につい

て、各種広報媒体を通じて町民への周知を図ります。  

・民生委員・児童委員、学校等と連携し、ひきこもりの児

童生徒等の把握に努めるとともに、関係各課と連携し相

談支援体制の強化に努めます。 
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具体的な取り組み 取り組み内容 

④重層的支援体制整備事

業の対応 

・複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援

体制を整備するため、包括的相談支援、参加支援、地域

づくりという３つの支援を一体的に推進します。また、

これらの支援を効果的かつ円滑に実施するために、多機

関協働、アウトリーチ等を通じた継続的支援を強化し、

総合的に実施することによって生活課題の解決力の向上

を図ります。 

 

 

（６）権利擁護 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①要保護児童対策地域協

議会の充実 

・児童虐待の未然防止と早期の解決を目指し、要保護児童

対策地域協議会の充実を図ります。 

②高齢者や障害者の虐待

防止 

・肝属地区障がい者虐待防止センターの周知を図るととも

に、地域包括支援センターにおける高齢者虐待防止対策

を強化します。 
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■包括的な相談・支援体制のイメージ 

 

 

 

○高齢者や障害者、子ども、生活困窮などに関する相談を介護福祉課（地域包括支援センター）

が中心となって受け止め、各分野別の相談支援機関との連携を強化し、全世代型、複合的課題

対応型の相談体制の充実を図ります。 

○また、今後は、新たな課題である地域からの孤立やひきこもり、ヤングケアラー、刑務所出所

者などへの相談支援についても、同様の体制で各相談支援機関が緊密に連携して対応します。  
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■関係機関の連携イメージ 

 

 

 

○相談支援事業が効果的に推進でき、要支援者に対して伴走型支援を行うため、各相談支援機関

との相互連携を図ります。 

○本町では、地域包括支援センターと社会福祉協議会が中心となって、民生委員・児童委員、行

政組織、医療機関、県の機関、民間福祉サービス提供事業所などと連携を図ります。 

○また、要支援者への日常的な支援については、多様な主体が参加する「地域見守り隊」などの

活用を図ります。 
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基本目標２ 我が事として参加し、誰もが活躍できるまちづくり 

 

■□現況と課題 

 

少子高齢化が進行する中で、一人暮らし高齢者や単身世帯の増加など、家族のあり方の変

化等により、地域のつながりが弱まっています。 

さらに、地域や世帯、個人が抱える課題の複合化・複雑化によって、支援を必要とする人

を地域全体で支える仕組みの重要性がより高まっています。 

 地域福祉を着実に進め、地域共生社会の実現を目指すには、「支える側」「支えられる側」

という従来の関係を超えて、地域や一人ひとりの多様性を前提とし、人と人、人と社会がつ

ながり、支え合う取り組みのための環境整備が求められています。  

本町では、住民、企業、行政、関係機関が連携した見守り組織「地域見守り隊（在宅福祉

アドバイザー）」活動などが行われています。  

地域福祉活動の核ともいえる民生委員・児童委員は、日頃の訪問活動を通じて、地域の現

状の把握や対策に携わっています。  

アンケート調査から、地域福祉に関する課題や、住民同士の助け合いや支え合いの必要性

については、「ある程度必要だと思う」50.4％が最も高く、次いで「とても必要だと思う」

47.1％と助け合いや支え合いへ必要性の高さが伺えます。 

しかし、地域活動に積極的に参加していない方もアンケート結果から伺え、その傾向は若

い世代において特に顕著になっています。価値観の変化やライフスタイルの多様化が進む状

況ではありますが、地域のつながりの大切さを再認識し、それぞれの生活のあり方にも配慮

した地域活動を展開していくことが必要です。 

地域福祉の推進を持続的に図るためには、様々な年代や立場の住民の参画が重要ですが、

若年層や壮年層の担い手が少ない状況にあります。今後においても福祉ニーズは多様化や増

加していく見込みであることから、ボランティアの養成や知識・技術習得に向けた研修等を

充実する必要があります。  

少子高齢化により地域のつながりが薄れ

ていく中、福祉活動を通じて豊かな地域生

活の実現を目指していくことが望まれてい

ます。    
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★☆施策の内容 

 

（１）福祉意識の高揚 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①小・中学校での福祉教

育 

・総合的な学習の時間などにおいて、福祉教育を行いま

す。 

・小学５・６年生を対象にした「なんぐう交通防犯少年

団」が組織され、年４回程度の交通安全に関するボラン

ティア活動を推進します。 

・中学生による福祉施設等での職場体験、さらには高齢者

疑似体験や車椅子の使用体験など、保健福祉に関するさ

まざまな体験と通じ、福祉のこころの情勢を図ります。 

②障害者週間などの周

知・啓発 

・障害者週間や子どもの権利条約、障害者差別解消法な

ど、様々な福祉に関する運動や法的整備に関わる内容を

わかりやすく普及・啓発します。 

③福祉に関する講演会や

学習会の開催 

・各種講座や福祉・健康・防災・人権講座などを通じて、

子どもから高齢者まで多世代にわたって福祉にふれる機

会や学ぶ機会を提供し、福祉への関心の醸成に取り組み

ます。 

・制度の狭間の課題等への社会的理解を広めていく取り組

みを推進します。 

 

 

（２）ボランティア活動の支援 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①ボランティア活動の情

報提供 

・住民がボランティア活動を理解し参加・協力できるよ

う、活動内容や意義の周知徹底に努めます。 

②ボランティアの養成 ・新しいニーズに対応するボランティアを養成するため、

ボランティア講習会などを開催します。 

・地域福祉活動のきっかけとなるよう、若年層や壮年層の

住民も参加しやすい講座や体験事業の充実に努めます。 
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具体的な取り組み 取り組み内容 

・児童生徒がボランティア活動を体験できるよう、学校と

連携し体験の機会づくりに努めます。 

③高齢者元気度アップ地

域活性化事業 

・高齢者個人にポイントが貯まる「高齢者元気度アップ・

ポイント事業」と高齢者の方を含むグループにポイント

が貯まる「高齢者地域支え合いグループポイント事業」

高齢者を含む幅広い世代の方（個人）にポイントが貯ま

る「介護人材確保ポイント事業」を推進します。 

 

 

（３）民生委員・児童委員活動の支援強化 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①関係機関との連携強化

支援 

・民生委員・児童委員活動の成果を要支援者の生活支援に

迅速につなげるため、町、社会福祉協議会、自治会、福

祉サービス提供事業者等との連携強化を推進します。 

②研修機会の充実 ・民生委員・児童委員が福祉の現代的課題に対応 

できるよう、適切な研修や勉強会を開催します。 

③活動の周知徹底 ・住民が民生委員・児童委員活動を理解し協力できるよ

う、活動内容や意義の周知徹底に努めます。 

 

 

（４）住民主体における地域活動の強化 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①地域における見守り活

動の推進 

・地域での見守り活動に多くの住民や関係機関、団体、企

業などが参加し、地域福祉の中核的な組織として「地域

見守り隊（在宅福祉アドバイザー）活動」を大きく広げ

ていきます。 

②サロン活動の拡大支援 ・住民が自ら主体となり、地域で声かけ支え合いができる

ようなサロン活動への支援を図ります。 

③介護予防サポーター活

動の支援 

・サロン活動を支える介護予防サポーターの育成を進めま

す。 
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具体的な取り組み 取り組み内容 

④認知症施策の推進 ・認知症を理解し、認知症の人を温かく見守り支援する人

を育成する取り組みとして、認知症サポーター養成講座

や認知症フレンドリーパートナー養成講座を実施しま

す。 

・認知症地域支援推進員（錦江町地域包括支援センター職

員）が認知症初期集中支援チーム等と協働し認知症に関

する講座やケアパス等の作成・啓発活動の充実を図りま

す。 

⑤健康づくり活動の支援 ・各地域で住民の主体的な健康づくり活動を進めるため、

健康づくり活動を支援します。 

⑥食生活改善推進員活動

への支援 

・地域で食を通じた健康づくりを進めるため、食生活改善

推進員活動を支援します。 

⑦活躍できる場の拡大 ・高齢者サロン、子育てサロン、公民館など、あらゆる世

代の人が気軽に集うことのできる居場所づくりを推進し

ます。 

・年齢や性別、障害、認知症の有無などに関わらず、子ど

もから高齢者まで、誰もが活躍でき、社会的な役割を持

てる場の創出を推進します。 

・地域課題の解決に向けて住民が主体的に活動するための

場の立ち上げに向けた支援を行います。 

 

 

（５）生きがいのあるまちづくり 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①生涯学習活動の推進 ・公民館などにおける生涯学習活動を活発化し、すべての

町民が生涯を通じて学び続けることができる社会を目指

します。 

②スポーツ・レクリエー

ション活動の充実 

・多くの住民が交流できる社会を目指し、スポーツ・レク

リエーション活動の振興を図ります。特に、障害者をは

じめとして多くの人が参加できるボッチャなどの普及啓

発に努めます。 
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具体的な取り組み 取り組み内容 

③活動団体の支援 ・高齢者の主体的な団体である、長寿会やシルバー人材セ

ンターの活動を支援します。 

 

 

■住民の福祉活動の展開イメージ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

48 

基本目標３ 安心して暮らせるまちづくり 

 

■□現況と課題 

 

ひきこもりや 8050 問題、ヤングケアラーなど潜在的に支援を必要としている人や、支援

から自ら距離を置いている人に対して、情報が行き届く仕組みが必要となっています。 

国では、総合的な孤独・孤立対策に関する施策を推進するため、その基本理念や国等の責

務、基本的な施策、国及び地方の推進体制等について定める孤独・孤立対策推進法を制定

（令和６年４月１日施行）しました。 

孤独・孤立の問題についての住民理解の醸成や地域づくり、関係機関との連携の強化、潜

在的な課題を抱えた人とのつながりをつくる仕組みづくりなどが課題となっています。 

アンケート調査において、地域福祉に関する様々な現状の重要度については、「安心して

サービスを受けることができる、保健・医療・福祉の連携によるサービス提供体制の強化」

は 91.4％を占め、最も高くなっています。特に高齢化が進んでいる地域では、高齢者世帯へ

の生活支援等が一層重要になると考えられます。また、地域を取り巻く福祉課題は、多様

化・複雑化しており、高齢者への支援だけでなく、子ども、障害のある人、生活困窮者に対

する支援や、権利擁護、虐待防止、自殺対策、制度の狭間の課題への対応等が求められてお

り、分野がまたがる複雑な課題への対応も必要となっています。 

要介護認定者や障害者手帳所持者の増加、核家族化の進行や世帯人員の減少・地域コミュ

ニティの希薄化など、支援を必要とする人が増加しています。多様化・複雑化する課題に対

し、迅速かつきめ細やかに対応できるよう、包括的な支援体制の強化（ネットワークの強化

やコーディネート機能の充実）が必要です。 

国では令和６年１月に、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が成立し、認知症

の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、取り組みが進められていま

す。本町においても、高齢者が増加する中で、様々な生活支援や認知症の人の暮らしを守る

取り組みを進める必要があります。 

さらには、令和５年度に、こども家庭庁が設立され、「こどもまんなか」の子育て施策を

充実していくことが求められる中で、子育て世代包括支援センターと子育て家庭総合支援拠

点を統合したこども家庭センターの設置が努力義務とされたことから、早期の設置を目指す

必要があります。 

近年多発する豪雨災害や震災などに対し、防災・減災の意識を持って準備しておくことが

重要です。日頃から住民同士の関係づくりや防災意識の醸成、自主防災組織などの体制づく

りを推進し、地域全体での被害の軽減を図る必要があります。 
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★☆施策の内容 

 

（１）誰もが暮らしやすい環境づくり 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①子育てを地域で支える

体制の強化 

・教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供や

相談を行い、適切なサービスの利用につなげます。 

・地域の子育て支援のコーディネートなど、こどもを中心

とした支援体制の強化を図ります。 

・地域の子どもの居場所づくりや食生活を支援するため、

関係団体と連携し、こども食堂の運営を支援します。 

②認知症支援体制の充実 ・認知症予防、早期診断・早期対応を行うための医療体制

の充実、認知症地域連携体制の充実など認知症施策の総

合的な取り組みを推進します。 

・認知症高齢者を登録し早期に発見するシステムの構築

や、地域における見守り支援の強化を図ります。 

・認知症になっても安心して生活できる地域を目指し、錦

江町内の様々な分野の事業所が一体となり、認知症フレ

ンドリーなまちづくりを推進します。 

・認知症についての普及・啓発を進めるため、認知症カフ

ェの運営を支援します。 

・認知症フレンドリーコミュニティ推進チーム「あ‼to 

HOME（あっとほーむ）」の活動を推進します。 
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具体的な取り組み 取り組み内容 

③生活支援サービスの充

実 

・地域就業機会創出・拡大事業(空き家・空き地の管理事

業）やごみ出し、電球等の取り替え、花壇等の水やり等

ちょっとした困りごとを解決するワンコインサービス・

家事おたすけ隊サービスの利用を促進します。 

・地域住民の方々が主体となってお互いに助け合い、支え

合うことのできる仕組み（下駄ばきヘルパー制度）を支

援します。 

④生活困窮者の自立支援 ・複合的な課題を抱えた生活困窮者の自立を促進するた

め、問題を抱える人への相談支援に努めます。 

・関係機関と連携し、就労支援や住宅確保支援など包括

的・継続的な支援より、生活困窮者の自立支援につなげ

ます。 

⑤孤独・孤立対策の推進 ・孤独・孤立の問題を抱えている人がつながりや社会参加

が可能となる地域づくりを進めるとともに、潜在的な課

題を抱える人の発見や適切な対応策に取り組みます。 

 

（２）防災体制やバリアフリーの充実 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①避難行動要支援者名簿

等の整備・活用 

・避難行動要支援者名簿の見直しを進めるとともに、避難

訓練などで名簿を活用した活動などを検討します。 

②福祉避難所の周知 ・町内２箇所の福祉避難所の場所や活用方法などの周知徹

底に努めます。 

③バリアフリーのまちづ

くり 

・公共施設等のバリアフリーに取り組むとともに、民間施

設の改善の啓発に努めます。 

④感染症対策 ・新型コロナウイルス感染症予防活動の経験を生かし、地

域活動においても配慮すべき事項等の検討を行います。 
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（３）移動支援 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①コミュニティバスの利

用促進 

・住民ニーズを把握しながら、利用しやすくより多くの人

に利用してもらえるコミュニティバスの運行に努めま

す。 

②住民の支え合いによる

移動支援 

・地域における柔軟な移動支援体制を確保するため、住民

相互の支え合いによる移動支援を推進します。 

③あいのりタクシー利用

助成事業の推進 

・あいのりタクシー利用への助成により、高齢者等の外出

支援を推進します。 

 

 

（４）新たな住民福祉活動の発展支援 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①生活支援コーディネー

ターの活動体制整備 

・地域で新しい住民福祉活動を創造するため、生活支援コ

ーディネーターの活動体制の整備を図ります。 

 

 

 

（５）社会福祉協議会の事業の充実 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①社会福祉協議会事業へ

の支援 

・社会福祉協議会が携わる様々な福祉事業が円滑かつ効率

的に推進されるよう、支援に努めます。 

②社会福祉協議会との連

携強化 

・社会福祉協議会が地域社会から求められる機能を十分発

揮できるよう、連携強化に努めます。 
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基本目標４ 自分らしく生きるまちづくり（錦江町成年後見制度利用促進基本計画） 

 

■□現況と課題 

 

成年後見制度は、意思決定時の権利行使の支援を必要とする人、虐待や財産の侵害から自

身を守るために支援を必要とする人が、地域社会に参加し、共に自立した生活を送れるよう

に支援するものであり、地域共生社会の実現を目指すうえで、本人を中心とした支援・活動

の共通の基盤です。  

近年の人口の減少、高齢化、単身世帯の増加等により、地域社会から孤立する人や身寄り

がないことで生活に困難を抱える人が増えており、地域共生社会の実現に権利擁護の必要性

が高まっています。  

おおすみ地域後見センターでは、成年後見センター・リーガルサポートや社会福祉協議会

と連携し、金銭管理、施設入所時の手続き、消費者被害や虐待などの相談に対応しており、

令和４年度では 33件の相談がありました。  

また、社会福祉協議会では、日常生活自立支援事業により金銭管理や重要書類の預かり等

を行っています。  

アンケート調査結果では、成年後見制度について内容までの認知が約４割となっているこ

とから、町民への制度の普及が必要です。  

成年後見制度による支援を必要とする方が、安心して利用できるよう、周知と正しい理解

の促進を図るとともに、住民生活における制度の定着が必要です。 

また、親族後見人に対する審判後の支援などを行うことで、後見人業務を行う際の不安や

孤立などを解消し、親族後見人が安心して本人に寄り添える支援が求められます。 

 

 

★☆施策の内容 

 

（１）成年後見制度等の周知と利用支援 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①成年後見制度等の普及 ・町民の成年後見制度への理解を深めるため、広報紙、ホ

ームページ等による情報提供を進めます。  

②関係機関への周知・啓

発 

・包括支援センター、基幹相談支援センターなどの相談機

関やケアマネジャー、生活保護、生活困窮者の相談を受

ける支援者等を対象とした研修会を支援し、制度の周

知・啓発を進めます。 
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具体的な取り組み 取り組み内容 

③成年後見制度の相談支

援 

・判断能力が低下した高齢者や障害者の生命・財産を守

り、地域での生活を継続できるよう、窓口や電話相談の

ほかに訪問による相談、申立てに関する支援などを実施

していきます。 

④成年後見制度等の利用

支援 

・本人や親族等による制度利用の申立てが困難な場合に、

町長が代わって申立てを行う成年後見制度利用支援事業

を進めます。 

 

 

（２）成年後見制度の実施体制の構築 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①中核機関・協議会の運

営 

・成年後見制度を円滑に実施するため、肝付町、錦江町、

南大隅町、大崎町、東串良町の５町が委託し、「おおす

み地域後見センター」を中核機関として協議会の運営を

図ります。 

②担い手の確保・育成 ・制度の利用を支援する人材を確保するため、市民後見人

の養成について情報提供を進めます。 

③地域の見守り活動等と

の連携 

・民生委員・児童委員、居宅介護支援事業所等と連携し、

制度の利用が望ましい方への情報提供及び利用への支援

に努めます。 

④地域連携ネットワーク

の整備 

・権利擁護支援を担う福祉・行政・法律専門職・家庭裁判

所等の関係者が連携・協力し、制度利用者の状況に応じ

た適切な支援につなげるため、地域連携を進めるネット

ワークの整備を図ります。 
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■権利擁護支援の地域連携ネットワークのイメージ図 
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基本目標５ 社会を明るくするまちづくり（錦江町再犯防止推進計画） 

 

■□現況と課題 

 

罪を犯した者等の中には、少年や若者、薬物やアルコール等への依存、高齢で身寄りがな

いなど、安定した仕事や住居がなく、地域社会での生活に様々な課題を抱えている人が多く

存在します。刑務所出所者や保護観察対象者などの再犯を防止するためには、継続的に社会

復帰を支援することが必要です。  

「地方再犯防止計画策定の手引き（改定版）令和３年３月法務省」によると、刑務所への

再入所者のうち約７割が無職であり、仕事をしている人の再犯率より約３倍高く、不安定な

就労が再犯に結び付きやすくなっています。刑務所出所者の約４割は住居がなく、このよう

な場合の再犯までの期間が、住居が確保されている方と比較して短くなっています。高齢者

が出所後２年以内に再入所する割合は、全世代の中で最も高く、出所後５年以内の再入所の

うちの約４割が出所後６か月未満という短期間です。また、知的障害がある場合、再犯まで

の期間が短かくなっています。  

地域での再犯防止等への取り組みは、肝属地区の保護司の活動拠点として、保護観察対象

者の面接や指導などにあたる更生保護サポートセンターにおいて行われており、犯罪をした

人等への指導・支援を行う保護司、社会復帰に向け幅広い活動を行う更生保護女性会など、

多くの民間ボランティアの協力により支えられています。  

アンケート調査結果では、罪を犯した人の立ち直りへの協力については「わからない」

26.4％、再犯防止における「誰一人取り残さない社会の実現が大切である」という考え方に

ついては「わからない」15.6％であることから、再犯防止の取り組みについて町民への普及

啓発が必要です。  

本町においても、犯罪や非行をした人が住民の理解と協力を得ながら、就労の定着や住ま

いを確保して、地域社会の一員として生活していくことができるよう、安全で安心して暮ら

せるまちづくりが求められます。 

 

★☆施策の内容 

 

（１）地域理解の促進 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①広報や啓発活動 ・罪を犯した人等の生きづらさの背景を理解し、立ち直り

をあたたかく見守れるよう、保護司及び更生保護女性会

の活動や再犯防止への取り組みについて普及啓発を図り

ます。 
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具体的な取り組み 取り組み内容 

・再犯防止推進啓発月間である７月を中心に、本計画を広

く住民に広め、理解を促進します。 

②社会を明るくする運動

の周知 

・非行防止や犯罪予防を啓発するため、「社会を明るくす

る運動」を推進し、周知を図ります。 

③新人保護司の確保育成 ・保護司の各種研修会を支援し、資質向上に努めます。 

・適正な保護司の人数を維持できるよう、人材の発掘に取

り組むとともに、保護司会の活動を支援します。 

④保護司会との連携協力 ・保護司や保護司会、並びに民生委員・児童委員や社会福

祉協議会等の福祉関係機関等との連携により、地域全体

で必要な支援を推進します。 

 

 

（２）生活支援に関する取り組みの充実 

 

具体的な取り組み 取り組み内容 

①役場窓口での相談支援 ・就労や経済的な支援、税金や年金、予防接種等の保健医

療、水道などの公共サービスなど、町民生活の継続に必

要な手続きや各制度の利用について、相談支援に努めま

す。 

②各相談支援機関等との

連携 

・問題を抱える少年等の立ち直りを支援し、社会と関わる

機会を確保するため、学校、警察、児童相談所等関係機

関との連携を図り、日常的なネットワーク体制を構築し

ます。 

・町内にある大根占保護区保護司会が更生保護サポートセ

ンターと連携し、継続的に情報交換・共有を行います。 

・犯罪をした者や更生支援が必要な者に対し、社会貢献活

動が行われる場合には、その実施に協力します。 

③就労の支援 ・生活の安定に必要な就労を支援するため、民間事業所と

の連携による協力雇用主の確保を図ります。  

・保護司会保護司会、ハローワークなどと連携し、就職や

就労の定着支援を行います。  
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具体的な取り組み 取り組み内容 

・障害者等の就労の継続及び定着を図るため、就労継続支

援や就労定着支援等による支援に努めます。 

④住まいの確保 ・地域生活の定着に必要な住まいを確保するため、民間事

業所等との連携による住まいの確保を図ります。 

⑤少年・若年者への支援 ・犯罪をした少年や若年者を支援するため、関係団体と連

携し、教育的な働きかけに努めます。 
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資料編 

１ 錦江町地域福祉計画策定委員会設置要綱 

 

平成28年４月１日告示第26号 

改正 

令和３年３月19日告示第19号 

錦江町地域福祉計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第107条に基づき、錦江町における総合的な地

域福祉計画を策定するに当たり、本町の基本的な方針等を検討するため、錦江町地域福祉

計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、錦江町地域福祉計画に関する事項を協議し、その結果を町長に報告する

ものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。 

(１) 学識経験者 

(２) 保健、医療及び福祉関係団体の代表 

(３) ボランティア組織及び社会奉仕団体の代表 

(４) 社会福祉関係団体の代表 

(５) 町民団体を代表する者 

(６) 関係行政機関の職員 

(７) その他町長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 
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（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、委員長

が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見

を求めることができる。 

（作業部会） 

第７条 委員会には、作業部会を置く。 

２ 作業部会は、委員会により付議された計画に盛り込むべき事項を検討し、その経過及び

結果を委員会に報告する。 

３ 作業部会の構成、運営その他必要な事項は、別に定める。 

（守秘義務） 

第８条 委員会の委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た個人に関する情報を漏らし

てはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、介護福祉課において処理する。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月19日告示第19号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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２ 錦江町地域福祉計画策定委員会委員名簿 

 

番号 氏 名 設 置 要 綱 第 ３ 条 の 区 分 備    考 

1 迫  重 美 社会福祉関係団体 錦江町社会福協議会副会長 

2 石 踊  紳 一 郎 社会福祉関係団体 社会福祉法人幸伸会 理事長 

3 濵 畑  明 美 社会福祉関係団体 
特別養護老人ホーム南松園  

施設長 

4 西 田 卓 爾 
保健、医療及び福祉関係団

体の代表 
肝属郡医師会立病院 院長 

5 満 留  満 春 
保健、医療及び福祉関係団

体の代表 
シルバー人材センター理事 

6 濱 崎  明 雄 町民団体を代表する者 自治会長連絡協議会会長 

7 小 園  一 利 町民団体を代表する者 長寿会連合会会長 

8 本 釜  利 郎 町民団体を代表する者 公民館連絡協議会会長 

9 鳥 越  秀 一 町民団体を代表する者 
錦江町 MIRAIサポート協同組合

代表理事 

10 大 倉  一 真 学識経験者 パーソナルサービス支援機構 

11 坪 内  裕 二 郎 関係行政機関の職員 総務課長 

 

 

 



 

 

 

61 

３ 用語解説 

 

あ行 

 

●アウトリーチ 

支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に対し、行政や支援機関等が積極的

に働きかけて情報支援を届ける取り組み。 

●ＮＰＯ[non-profit organization] 

民間非営利団体。政府や企業等ではできない社会的な問題に、非営利で取り組む民間

団体。 

 

か行 

 

●介護予防 

要介護状態の発生をできる限り防ぐ（遅らせる）こと、そして要介護状態にあっても

その悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すこと。 

●核家族 

ひと組の夫婦とその未婚の子どもからなる家族。家族の基礎単位。 

●基幹相談支援センター 

地域の障害福祉に関する相談支援の中核的な役割を担う機関で、身体障害者、知的障

害者、精神障害者の相談を総合的に行う。 

●協働 

複数の主体が、何らかの目標を共有し、ともに力を合わせて活動すること。 

●権利擁護 

自己の権利を表明することが困難な寝たきりの高齢者や、認知症（痴呆）の高齢者、

障害者の権利を擁護したり、ニーズ表明を支援し代弁したりすること。 

●コミュニティ 

人々が共同体意識を持って共同生活を営む一定の地域、およびその人々の集団。地域

社会。共同体。 

 

さ行 

 

●サロン 

だれもが参加できる交流の場として、様々な世代の人たちが集まり、共同で企画を行
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い運営していく仲間づくり、居場所づくりをする場。 

●社会福祉法 

福祉サービスの利用者の利益の保護、地域における社会福祉の推進を図るとともに、

社会福祉事業の公明適切な実施の確保、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、

もって社会福祉の増進に資することを目的とした法律。社会福祉事業法を改正、名称を

変更して平成12年(2000)に公布。 

●シルバー人材センター 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、市町村ごとに設置されている

公益社団法人。地域の家庭や企業、公共団体などから請負又は委任契約により仕事（受

託事業）を受注し、会員として登録した定年退職後等で長期の就職することは望まない

が、長年の経験と能力を活かして働く意欲を持つ高齢者の中から適任者を選んでその仕

事を遂行する。 

●生活困窮者 

現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者。

生活保護受給に至る前の段階で、課題がより複雑化・深刻化する前に自立の促進に向け

た支援を強化するため、平成27年４月に施行された生活困窮者自立支援法に定義する者。 

●生活支援コーディネーター 

地域の専門職や住民で組織された協議体と協力しながら、地域で多様な活動を発掘・

開発し、他の活動とつなげたり、組み合わせたりする調整役を担う。地域支え合い推進

員とも呼ばれる。 

●成年後見制度 

認知症、知的・精神障害等により判断能力が不十分な人の権利を保護するため、家庭

裁判所が選任した成年後見人等が、本人に代わり財産の管理や生活上必要な契約等の手

続きを行うほか、同意なく結んだ不利益な契約を取り消すなどの保護や支援を行う制度。 

 

た行 

 

●ダブルケア 

育児期にある人（世帯）が、親や親族の介護も同時期に引き受ける状態のこと。 

●地域共生社会 

地域で社会的孤立や社会的排除をなくし、誰もが役割を持ち、お互いに支え合ってい

く社会。 
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●地域包括ケアシステム 

高齢者が可能な限り、住み慣れた地域において継続して生活ができるように、医療、

介護、生活、予防、住まいの５つの領域を含めた様々な支援サービスが包括的に、切れ

目なく提供されること。 

●地域包括支援センター 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、保健師、社会福祉士、主

任介護支援専門員などの専門職が、介護をはじめ、福祉、医療などさまざまな面から総

合的な支援を行う地域の拠点。 

 

な行 

 

●認知症カフェ 

認知症の人やその家族、各専門家や地域住民が集う場として提供され、お互いに交流

をしたり、情報交換をしたりすることを目的としている。 

 

は行 

 

●８０５０問題 

ひきこもりの長期化、高齢化から引き起こされる社会問題。主に50代前後のひきこも

りの子どもを80代前後の親が養っている状態を指し、経済難からくる生活の困窮や当事

者の社会的孤立、病気や介護といった問題によって親子共倒れになるリスクが指摘され

ている。 

●バリアフリー 

障害者が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味。

もとは物理的な障壁の除去という意味合いが強かったが、より広く障害者、高齢者など

の社会参加を困難にしている障壁の除去という意味で用いられるようになっている。一

般的には４つのバリア（① 物理的なバリア、② 制度的なバリア、③ 文化・情報面での

バリア、④ 意識上のバリア）がある。 

●福祉教育 

住民を対象に、福祉についての知識や理解、住民参加を促すための講習、広報などの

手段により行う教育。学校でも児童・生徒に対して福祉教育が行われている。 

●フレイル 

高齢者の健康状態と要介護状態の間にある「虚弱状態」のこと。身体機能の低下（フ

ィジカルフレイル）、口腔機能の低下（オーラルフレイル）、認知・心理障害（コグニ

ティブフレイル）、社会的孤立（ソーシャルフレイル）といった様々な要素を含む多面
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的な概念であり、この状態が長く続くと、要介護や寝たきりのリスクが高まる。 

●保護司 

犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティア。配属された保護

区において保護司会に加入し、研修、犯罪予防活動、関係機関との連絡調整、広報活動

などの組織的な活動を行っている。 

●ボランティア 

社会を良くするために、無償性、善意性、自発性に基づいて技術援助、労力提供など

を行う人をいう。 

 

ま行 

 

●民生委員・児童委員 

民生委員法（昭和23年法律第198号）に基づき、社会奉仕の精神を持って、常に住民の

立場になって相談に応じ、及び必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めることを任務

として、市町村の区域に配置されている民間の奉仕者。民生委員は児童委員を兼ねる。 

 

や行 

 

●要介護（要支援）認定者 

介護保険法では、日常生活において介護を必要とする状態を意味する要介護認定と、

日常生活に見守りや支援を必要とする状態を意味する要支援認定の２種類の認定が別々

に規定。 

●ヤングケアラー 

本来、大人がすると想定されているような家事や家族の世話などのケアを日常的に行

っている18歳未満の若者のこと。 

 

ら行 

 

●療育手帳 

知的障害者（児）に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護措置を

受けやすくするために、一定以上の障害がある人に対し、申請に基づいて障害程度を判

定し、県知事が交付するもの。 
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わ行 

 

●我が事・丸ごと 

地域共生社会への実現に向け、「他人事」になりがちな地域づくりを地域住民が「我

が事」として主体的に取り組む仕組みを作っていくとともに、地域づくりの取組の支援

と、公的な福祉サービスへのつなぎを含めた「丸ごと」の総合相談支援の体制整備を進

めていくこと。 
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